
令和５年台風第２号等大雨災害義援金募集要綱 

 

令和５年６月 21日 

日本赤十字社 

 

１ 趣旨 

令和５年６月における台風第２号等による大雨災害により、各県に甚大な被害をも

たらしたことから、日本赤十字社では被災県に設置される義援金配分委員会を通じ

て、被災地の方々の生活を支援するため、義援金の募集を行う。 

 

２ 義援金の名称 

令和５年台風第２号等大雨災害義援金 

 

３ 募集期間 

令和５年６月９日（金）から令和５年９月 30日（土）まで 

 

４ 義援金の振込窓口について 

※金融機関の営業日によっては、受付期間外の振込となる可能性があるためご注意くだ

さい。 

（１）ゆうちょ銀行・郵便局 

金融機関 支店名 口座番号 口座名義 

ゆうちょ銀行  00180-1-792689 
日赤令和５年台風第２

号等大雨災害義援金 

※窓口での振り込みの場合は、振込手数料は免除される。 

（ATMによる通常払込みおよびゆうちょダイレクトを利用の場合は、所定の振込

手数料がかかる。） 

（２）都市銀行 

金融機関 支店名 口座番号 口座名義 

三井住友銀行 すずらん支店 普通預金 2787594 日本赤十字社 

（ニホンセキジュウジシ

ャ） 

三菱 UFJ銀行 やまびこ支店 普通預金 2105592 

みずほ銀行 クヌギ支店 普通預金 0620618 

※金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合がある。 

（３）静岡県支部専用口座 

金融機関 支店名 口座番号 口座名義 

静岡銀行 本店営業部 普通預金 0138027 

日本赤十字社静岡県支部 

義援金口 支部長 川勝
かわかつ

 平太
へいた

 

※静岡県支部の専用口座は令和５年６月９日（金）～令和５年９月８日（金） 

※金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合がある。 



（４）茨城県支部専用口座 

金融機関 支店名 口座番号 口座名義 

常陽銀行 本店営業部 普通預金 3873856 日本赤十字社茨城県支部 

支部長 寺門
てらかど

 一義
かずよし

 
筑波銀行 県庁支店 普通預金 1139432 

茨城県信用組合 県庁前支店 普通預金 7551367 

※茨城県支部の専用口座は令和５年６月９日（金）～令和５年９月 30日（土） 

※金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合がある。 

（５）和歌山県支部専用口座 

金融機関 支店名 口座番号 口座名義 

紀陽銀行 県庁支店 普通預金 0417378 

日本赤十字社和歌山県支部 

支部長 岸本
きしもと

 周
しゅう

平
へい

 

※和歌山県支部の専用口座は令和５年６月 21日（水）～令和５年９月 30日（土） 

※金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合がある。 

（６）埼玉県支部専用口座 

金融機関 支店名 口座番号 口座名義 

埼玉りそな銀行 さいたま営業部 普通預金 4302062 日本赤十字社埼玉県支部 

支部長 大野
お お の

 元裕
もとひろ

 武蔵野銀行 県庁前支店 普通預金 1055060 

※埼玉県支部の専用口座は令和５年６月 21日（水）～令和５年９月 30日（土） 

※金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合がある。 

 

５ 義援金の配分 

日本赤十字社に送金された義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、被災

地の行政、共同募金会、日本赤十字社支部等で構成される義援金配分委員会にお

いて取りまとめを行い、義援金配分委員会で決定された配分基準に基づき、被災

地の市区町村等の自治体へ配分される。 

 

６ その他 

上記の口座は、義援金のみを取り扱うこととする。 

 

７ 義援金の税制上の取扱い 

  上記の口座に振り込まれた義援金は、次のとおり取り扱われる。 

（１）個人の方 

当該義援金は、所得税法上の「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象と

なる。 

   また、地方公共団体に対する寄附金として、「ふるさと納税」に該当するた

め、個人住民税の寄附金税額控除の対象となる。 

 



（２）法人の方 

   当該義援金は、法人税法上の「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が

損金の額に算入できる。 

 

（３）関係法令 

   所得税法第７８条第２項第１号、地方税法第３７条の２第１項第１号及び第

３１４条の７第１項第１号、法人税法第３７条第３項第１号 

 

８ 受領証の発行 

ゆうちょ銀行の振込用紙の半券や金融機関の振込時の利用明細書を受領証の代用 

とすることができる。この場合における税の申告手続きの際は、義援金専用口座へ 

の振込みであることが確認できる書類（本募集要綱など）の添付などが必要になる。 

なお、受領証の代用となる書類がない場合や半券等を紛失された場合などにおい

て、寄付者が、義援金について税制上の優遇措置（所得税、法人税）を希望される

場合、申し出により、後日受領証を発送する。 

※受領証として代用できる利用明細書は、その明細書に①寄付者、②寄付した日、

③寄付金額、④寄付先の口座番号（義援金専用口座番号）が明らかにされている

ものに限られる。 

 

【問い合わせ先】 

日本赤十字社 事業局 パートナーシップ推進部  

TEL：03-4363-2056（専用ダイヤル） 


